








研究目的及び方法 

わが国の母子保健対策として,先天代謝異常の早期発見,早期治療による健全育成を目的に

開始された新生児マス・スクリーニングは 6 年を経過し,実施率は 97.8%(昭和 57 年度)に

達している。発見された症例の治療に必要な特殊ミルクの共同安全開発事業は昭和 55 年秋

から開始され,治療に必要な特殊ミルクの安定供給と改良開発の事業が実施されている。 

一方,昭和52年から57年迄スクリーニングにより発見された症例の追跡調査は厚生省心身

障害研究班(班長 多田啓也教授)により実施され,これらの症例は若干の例外を除いて身体

発育,発達指数,脳波所見,その他の臨床検査所見は概ね正常範囲にあり,治療が順調に行な

われていることが確認されている。スクリーニングされている5疾患のうち,ヒスチジン血

症は昭和 57 年度迄に 839 例が登録されており,低ヒスチジン食による食事療法は昭和 56

年度迄に発見された症例の 70%に実施されている。そして治療例,未治療例の発達指数を比

較して両群に差のないことが確認されている。このような結果から本症に対する治療指針

は昭和52年9月に暫定的に定められて以来,現在までに2回改訂されており,最終的には血

中ヒスチジン値 15mg/dl 以上の場合を食事療法の対象にすることになっている(表 1)。今

回の研究目的は,これ迄行なわれた追跡調査の試料に基づいて治療のための特殊ミルクの

改良開発を行なうため,以下の項目について追跡調査表から集計し,現在の治療指針との関

連性を検討した。 

(1)1 歳の時点におけるヒスチジン血症患児の発達指数と,診断時血中ヒスチジン値との関

連。 

(2)出生時体重と診断時血中ヒスチジン値との関連性。 

(3)出生年度別の患児の,生後6ヵ月,1年,2年,3年における血中ヒスチジン値,体重および

発達指数の比較。 

特に(3)の項目については,治療指針の改訂に伴う影響を求め，ヒスチジン血症の治療の状

況を検討した。発達指数は津森・稲毛式により測定した。 


